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令和８年度発達障害支援基礎研修 実施要領 

 

１ 目 的 

この研修では、発達障害の特性を適切にアセスメントし、具体的な支援を組み立てることができるように、

発達障害に関する基礎的な知識を習得すること、発達障害児・者への地域支援の質の均一化や支援者のスキ

ルアップを目指すことを目的とする。 

 

２ 概 要 

対 象 
広島県内で発達障害児・者の支援に携わっている者（福祉、保育、保健、行政、教育等）で発達障

害に関する基本的な知識やスキルを習得したい者 

実施方法 対面形式（※事前学習講義はオンラインにより配信予定） 

受講料 無料 定 員 30 名程度 

日 程 

場 所 

福山会場 
令和８年７月 14 日（火）、７月 15 日（水） 

各日とも 10：00～16：00 

広島県福山庁舎第３庁舎 381・382 会議室 

（福山市三吉町１丁目１‐１） 

広島会場 
令和８年 11 月 19 日（木）、11 月 20 日（金） 

各日とも 10：00～16：00 

安芸区民文化センター ４階 会議室 A・B 

（広島市安芸区船越南３丁目２‐16） 

講 師 
・広島県発達障害者支援センター職員及び発達障害者地域支援マネジャー 

・実践報告者 ※調整中 

 

３ 研修プログラム（※予定） 

※ 受講者は１日目までに事前学習講義動画をオンラインで視聴すること（１時間程度） 

※ 研修内容は福山会場、広島会場ともに同じ 

１日目 

９：30～10：00 受付 

10：00～10：10 開会・事務連絡 

10：10～11：10 【講義①】 発達障害の特性理解 

11：10～11：20 休憩 

11：20～12：10 【講義②】 課題となる行動への支援 

12：10～13：10 昼休憩 

13：10～13：30 【演習①】 アイスブレイク 

13：30～15：00 【演習②】 課題となる行動への支援 

15：00～15：10 休憩 

15：10～15：55 情報交換 

15：55～16：00 事務連絡 

 

２日目 

10：00～10：05 事務連絡 

10：05～11：05 【講義③】自立支援のためのアセスメント 

11：05～11：15 休憩 

11：15～12：00 【演習③】自立支援のためのアセスメント 

12：00～13：00 昼休憩 

13：00～14：00 【演習③】自立支援のためのアセスメント 

14：00～14：10 休憩 
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14：10～14：20 【講義④】地域支援体制マネジメント事業の紹介 

14：20～15：00 【実践報告】事業所での取り組みについて 

15：00～15：10 休憩 

15：10～15：55 【講義⑤】支援者のマインドセット 

15：55～16：00 事務連絡・閉会 

 

４ 効果測定アンケートの実施 

  研修の効果測定を目的に、研修後、修了者に対してアンケートを実施する。 

 

５ 受講申込方法・期日 

受講を希望する場合は、６月 23 日（火）までに、受講申込フォームから申込を行うこと。 

 受講希望者が定員を超過した場合は、県において受講者の選定を行う。 

 なお、選定から外れた場合も、オンライン配信の事前学習講義の視聴は可能。 

※障害のある方で合理的配慮が必要な場合は、受講申込フォームにご記入ください。 

【令和８年度発達障害支援基礎講座 受講申込フォーム】 

‣‣‣ https://forms.gle/czthU7nBsPoDiPLE9 

 

 

６ オンライン配信について 

 事前学習講義の動画はオンライン（YouTube）により配信を行う予定。 

  ※ 動画の元データ提供・編集・加工等は対応いたしかねますので、ご了承ください。 

 

７ 受講者の決定 

 広島県発達障害者支援センターから、６月 30 日（火）を目途に受講の可否について申込者に通知する。 

  通知については、原則受講申込時に記入された連絡先メールアドレス宛てに送付する。 

 

８ 受講後のフォローアップ支援について 

地域の発達障害者支援の現場に、研修の内容をより効果的にフィードバックさせるため、希望する研修

受講者の所属機関に対し、広島県発達障害者支援センターによるコンサルテーション等のフォローアップ

支援を実施する。（広島市を除く、対面形式での受講者のみ対象） 

フォローアップ支援の日程や回数、内容等については、同センターと所属機関で調整し決定することと

し、訪問に要する費用は、同センターの負担とする。なお、申し込みが多数の場合は、選定を行う場合が

ある。 

 

９ 問合先 

(1) 研修内容、研修受講方法、受講申込等に係ること 

    広島県発達障害者支援センター 担当者：平井・芹澤 

   （電話）082－490－3455 （FAX）082－427－6280 

   （E-mail）hiroshima-hattatu@f-tutuji.jp 

 

(2) 受講決定に係ること 

    広島県健康福祉局障害者支援課 地域生活・発達障害グループ 担当者：若林 

   （電話）082－513－3157 （FAX）082－223－3611 

   （E-mail）fusyoushien@pref.hiroshima.lg.jp 


